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１．研究計画の概要 

（１） 本研究は、不公正な勧誘・交渉方法
を用いて、相手方にとって不利益な契約を締
結させる事例に対する規制を対象とする。そ
の際の法制度としては、公序良俗違反（民 90
条）を主として念頭に置いているが、同法理
の活用の可能性とその限界を探求するため
に、不法行為における営業侵害の法発展、独
占禁止法違反の法律行為の効力論等を参考
にする。それにより、さらに公序良俗論の総
合的検討を行うことをも目的とする。 
（２）本研究は、平成 20年度から平成 23年
度の 4年間にわたって行われる。 

平成 20 年度においては、ドイツ法および
日本法の暴利行為論をめぐる議論・裁判例の
再整理が、平成 21 年度においては、ドイツ
不法行為法における営業権侵害およびわが
国における競争法違反行為の法的効力に関
する議論・裁判例の再整理・検討が行われる。
平成 22 年度においては、わが国の営業権侵
害に関する議論・裁判例を、暴利行為論との
関係から再検討する。平成 23 年度において
は、アメリカ法・イギリス法における議論を
も検討し、暴利行為論の活用とその限界につ
いての検討を行い、公序良俗論の総合的検討
へと歩を進める。 
（３） 以上の研究計画を効果的に進めるた
めに、国内・海外への出張やデータベースの
利用、内外の研究者・実務家へのインタビュ
ー、文献の収集・整理・最新の議論の調査が
行われる。なお、平成 21 年度後期から平成
23 年度前期まで、ケルン大学国際私法比較法
研究所にて在外研究を行う機会を得た。 

 

 

２．研究の進捗状況 

（１） 平成20年度においては、民法90条違
反の起草過程の調査、取引的不法行為におけ
る違法性判断に関する現在の判例の状況の検
討、欧州各国の民法やヨーロッパ共通参照枠
組み（DCFR ）等の比較検討を行った。 
（２） 平成 21 年度においては、取引的不
法行為の研究のほか、ドイツ法および EU 法
に関する議論を検討した。研究課題である暴
利行為の拡張法理においては、相手方の意思
決定を害する交渉方法により、契約を締結さ
せた場合における行為態様の不当性の判断
基準が問題となる。同年度の研究により、か
かる場面では、ドイツでは、契約法による規
制のほか、EU 不公正取引方法指令および同
指令を国内法化した不正競争防止法（UWG）
による規制が重要であることが明らかとな
った。 

（３） これを踏まえ、平成 22 年度におい
ては、ドイツにおける、消費者の意思決定を
害する契約交渉・締結方法に対する、契約法
と不正競争防止法による重層的な保護のあ
り方について研究を行った。ドイツ法におい
ては、契約交渉・締結過程での不当な行為態
様に関して、取消権・解除権・撤回権などの
消費者に与えられる個別的な救済手段と並
んで、不正競争防止法による差止めや利益剥
奪請求による集団的な救済手段が、重層的な
保護を形成している。後者においては、個別
消費者に救済が与えられるべき場合よりも
事業者にとって厳しい行為義務が設定され、
より高いレベルでの、消費者に対する取引上 
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の決定自由の侵害の事前的・一般的な予防が
企図されている。わが国では、民法・消費者
契約法、特定商取引法で取消権や撤回権が定
められるほか、適格消費者団体の差止請求権
も定められている。しかし、差止請求権の対
象行為は、消費者に取消権等が与えられる行
為に限定されているため、消費者の決定自由
侵害の集団的・一般的予防は十分なものとな
っていない。わが国においても、差止請求権
の対象行為として、より高い行為義務を設定
することが検討されてよい。 

 

３．現在までの達成度 

①当初の計画以上に進展している。 
（理由） 
 暴利行為とは、相手方の決定自由を侵害し
て不利益な契約内容を合意させる行為であ
り、その不法内実は搾取したという点にある。
しかし、契約交渉においては自由の領域が広
範に認められており、何が決定自由の侵害か
を決定する必要がある。本研究では、この判
断基準を、不法行為における営業権侵害や独
占禁止法における優越的地位の濫用と比較
することで、得ようとするものであった。と
ころが、現在の EU では、契約交渉過程にお
ける不当な行為態様およびその判断基準が、
不公正取引方法指令において、かなり具体的
に示され、各加盟国もこれを国内法化するに
至っている（しかも、不公正取引方法指令は、
完全平準化といって、各加盟国は同指令の定
める基準を上回ることも下回ることもでき
ないとされている）。このような状況では、
不法行為法からアプローチするよりも、上記
指令を国内法化した不正競争防止法（UWG）
からアプローチして、同法と契約法との関係
を探求する方が、研究目的に沿う。当初の計
画では、日本、ドイツ、英米の順に検討を進
める予定であったが、以上のような事情から、
ドイツ、イギリスを含む EU 諸国を並行的に
研究することとなった。これは、当初計画の
変更ともみうるが、むしろ EU 法の現在の状
況に合わせて、研究計画を一部先回りしたも
のということができる。これまでの研究成果
を立教大学の紀要に発表することもでき、全
体としては、極めて順調に進行していると評
価してよいだろう。 
 

４．今後の研究の推進方策 
ドイツケルン大学での在外研究期間も、本

年度（平成 23 年度）前期までとなった。こ
の貴重な時間を無駄にすることなく、地の利
を活かして、前半には、とくに EU 諸国法お
よびアメリカ法に関する研究を、後半にはわ
が国の法制度に関する研究を、それぞれ行い
たい。具体的には、とくに消費者の意思決定
を直接的に害する仕方で契約を締結させる
行為に対する規制に重点を置き、契約法によ 

る規制、不公正方法取引方法指令およびそれ
を国内法化した各国法による規制、ならびに
両規制の協働関係を検討し、そこから、消費
者の意思決定の自由という観点から公序良
俗論を再構成する契機を得、公表につなげた
いと考えている。 
 
５. 代表的な研究成果 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
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